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船舶事故調査報告書 

 

 

   船種船名  プレジャーボート 博洋丸 

   船舶番号  ２９０－２２８４７福岡 

   総トン数  ４.０トン 

 

   船種船名  モーターボート ミサキ 

   船舶番号  ２９０－５７８９６福岡 

   総トン数  １.９トン 

 

   事故種類  衝突 

   発生日時  平成２０年７月２６日 １８時２０分ごろ 

   発生場所  福岡県北九州市若松区男島北北西方沖０.６海里付近 

         （概位 北緯３４°０１.７′ 東経１３０°４３.１′） 

 

 

                       平成２１年４月２３日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委 員 長  後 藤 昇 弘 

                   委   員  楠 木 行 雄 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故等の概要 

 プレジャーボート博
はく

洋
よう

丸は、船長ほか４人が乗船し、福岡県北九州市若松区脇
わい

田
た

漁

港を出港し、山口県下関市蓋
ふた

井
おい

島
じま

西方の釣り場に向かって航行中、モーターボートミ

サキは、船長ほか１人が乗船し、若松区向
こう

洋
よう

町ひびき川河口を出港し、男
お

島
しま

北西方で

錨泊中、平成２０年７月２６日（土）１８時２０分ごろ両船が衝突した。 
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 衝突の結果、ミサキは、船長及び同乗者が骨折等を負い、船体後部右舷側に破口を

生じて転覆し、博洋丸は船首部に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を門司地方海難審判理

事所から引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（門司事務所）ほか１人の地方事故

調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年８月７日、１１日 口述聴取 

  平成２０年８月１９日 現場調査及び口述聴取 

  平成２０年９月１９日、３０日、１０月２０日、１１月７日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 プレジャーボート∗1博洋丸（以下「Ａ船」という。）の船長（以下「船長Ａ」とい

う。）、船長Ａの友人である同乗者（以下「同乗者Ａ」という。）及びミサキ（以下

「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）の口述によれば、事故の経過

は次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

    Ａ船は、船長Ａが乗り組み、同乗者Ａとその家族ら計４人を乗船させ、イカ

釣りを楽しむ目的で、平成２０年７月２６日１７時５０分ごろ福岡県脇田漁港

を出港し、男島と女
め

島
しま

の間を通過して、蓋井島西方の釣り場に向け航行した。 

    １８時１３分ごろＡ船は、女島東方約１５０ｍにおいて針路を約３５７°に

定め、機関を毎分回転数（rpm）約２１００、約１３.０ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で航行した。 

                         
∗1 小型兼用船として登録されている漁船型のモーターボートで、事故当時はプレジャー目的に使用していた。 
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    船長Ａは、操舵室中央に設置した舵輪を左手に握り、立った姿勢で操船に当

たり、同乗者は船橋の外の前部に２人、後部に２人が位置していた。 

    船長Ａは、西日の日差しで海面反射がきつく、また、波しぶきが船橋にかか

り、見えづらくなっていたことから、凪の時は遠方の見張りのためかけている 

眼鏡を外して操船していた。また、前方の見張りのためレーダーを１.５海里 

（Ｍ）レンジで使用していたが、何も映っていなかったので、そのままの針路

及び速力で航行した。 

    船長Ａは、前方を見ていたが、何も船らしいものは見えず、船体に何かが当

たったゴトゴトという音を聞いたので、直ちに速力を減じて右後方を振り返っ

たところ、Ｂ船が傾き、転覆し、救命胴衣を着用している２人が海面に浮いて

いるのを見つけて近寄り救助した。このとき、レーダーで位置を確認したとこ

ろ、男島北北西約０.６Ｍであった。また、衝突角度は約３０°であった。 

    衝突の約１０分後に同乗者Ａが携帯電話で海上保安庁１１８番に衝突事故と

Ａ船のＧＰＳによる位置を連絡し、怪我をしていた２人のために救急車を手配

した。その後、Ａ船は脇田漁港に帰港し、１９時２０分ごろ負傷者２人を救急

車に引き継いだ。 

  (2) Ｂ船 

    Ｂ船は、釣りをするため、船長Ｂが乗り組み、友人１人（以下「同乗者Ｂ」

という。）を乗船させ、平成２０年７月２６日１７時４０分ごろ福岡県北九州

市若松区向洋町ひびき川河口を出航し、男島北西方の釣り場へ向かい、１８時

１０分ごろ男島北西方沖約０.７Ｍ付近で錨を入れたが、錨泊を示す形象物を

掲げずに船外機を上げて、釣りを始めた。 

    １８時１３分ごろ船長Ｂは、男島と女島の間を北上してくるＡ船に気付いた

が、自船の方に向かってくるので、イカ釣りに行くと聞いていた友人の漁船が

近寄ってきているものと思った。 

    船長Ｂは、Ａ船が約２００ｍとなっても、速力を落とさないので、危ないと

思い、Ｂ船を避けるように両手を振りながら大声で叫んだ。 

    同乗者Ｂは後部左舷側で立ったまま両手で手を振りながら叫んでいた。 

    船長Ｂは、上げていた船外機を海中に降ろして、機関をかけてＡ船を避けよ

うとしたが間に合わなかった。船長Ｂは、中腰のまま左手で舵輪を持ち、右手

でエンジンキーを握った状態であった。 

    １８時２０分ごろＡ船が速力を落とすことなくＢ船の後部右舷に乗り上げて

そのまま突っ切っていった。また、衝突角度は約４０°であった。 

    その後、Ｂ船は転覆し、船長Ｂ及び同乗者Ｂは、海中に投げ出されたが、救

命胴衣を着用していたのでその場に浮かび上がりＡ船に救助された。 
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    Ｂ船は、翌日、Ａ船などにより脇田漁港まで曳航され、港の岸壁に引き揚げ

られた。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年７月２６日１８時２０分ごろで、発生場所は男島

北北西方沖０.６Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 船長Ｂの口述及び医師の診断書によれば、船長Ｂは右踵骨開放骨折等で全治８週間、

同乗者Ｂは胸部及び右足大腿部の打撲等を負った。Ａ船に死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

    船長Ａの口述及び損傷写真によれば、船首部水線付近に擦過傷が生じた。 

    （写真１（船首付近を撮影）、写真２（船首水線付近を撮影） 参照） 

  (2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述及び損傷写真によれば、中央部右舷に破口が、船尾部左舷に亀

裂が生じた。 

    （写真３（船体内部を撮影）、写真４（右舷側を撮影） 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、受有操縦免許証 

    船長Ａ 男性 ７２歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

      免許登録日 昭和５０年９月９日 

      免許証交付日 平成２０年３月３日 

             （平成２５年４月１４日まで有効） 

    船長Ｂ 男性 ６５歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

      免許登録日 平成１６年６月１８日 

      免許証交付日 平成１６年６月２１日 

             （平成２１年６月２０日まで有効） 

 

  (2) 主な乗船履歴等  

    船長Ａ 
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    船長Ａの口述によれば、次のとおりである。 

   ① 主な乗船履歴 

     昭和４４年叔父所有の漁船に甲板員として、昭和５８年２月にＡ船に船長

として乗船した。男島と女島の間の通航経験は、数百回あった。 

   ② 健康状態 

     裸眼視力は両目とも０.３であり、通常は眼鏡をかけていないが、遠方に

ある旗竿等を識別するときには、眼鏡を使用していた。聴力は正常である。 

    アルコールは全く摂取せず、平均して７時間の睡眠を取っており、眠気や疲

れを感じていなかった。 

    船長Ｂ 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりである。 

   ① 主な乗船履歴  

     平成元年、四級小型船舶操縦免許証を取得して中古のモーターボートを購

入し、平成１６年７月に新造のＢ船に買い換えて、船長として乗船した。 

   ② 健康状態 

     裸眼視力は、両目とも１.２であり、聴力も正常であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

    船 舶 番 号  ２９０－２２８４７福岡 

    船 籍 港  福岡県北九州市 

    船舶所有者  個人所有 

    総 ト ン 数  ４.０トン 

    Ｌ×Ｂ×Ｄ  １４.５０ｍ×２.４３ｍ×０.７７ｍ 

    船   質  ＦＲＰ 

    機   関  ディーゼル機関１基 

    出   力  １２１.４kＷ（連続最大） 

    推 進 器  プロペラ１個 

    進水年月日  昭和５８年２月１７日 

   (2) Ｂ船 

    船 舶 番 号  ２９０－５７８９６福岡 

    船 籍 港  福岡県北九州市 

    船舶所有者  個人所有 

    総 ト ン 数  １.９トン 
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    Ｌ×Ｂ×Ｄ  ６.６ｍ×２.３２ｍ×１.１２ｍ 

    船   質  ＦＲＰ 

    機   関  ガソリン機関（船外機）１基 

    出   力  ６６.２kＷ（連続最大） 

    推 進 器  プロペラ１個 

    進水年月日  平成１６年７月１５日 

 

 2.5.2 積載状態 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述によればＡ船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約０.３５ｍで

あり、同乗者Ａとその家族らが同乗していた。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によればＢ船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約０.２５ｍで

あり、同乗者Ｂが同乗していた。 

 

 2.5.3 その他の設備及び性能等 

  船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、各船とも船体、機関及びレーダー、ＧＰＳ等

の航海計器類に故障はなかった。音響信号装置は装備されていなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値 

   (1) 事故現場の東南東約２１kmにある下関地方気象台による事故当日の観測値

は、次のとおりであった。 

     １８時００分 風向 東、風速 ３.３m/ｓ、天気 晴れ、視程 ２５.０km 

     １９時００分 風向 東、風速 ３.３m/ｓ、天気 晴れ、視程 ２５.０km 

   (2) 事故現場の南東方約２kmに位置する白島石油備蓄株式会社北九州事業所の

観測値は次のとおりであり、天気は晴れのち曇りであった。 

     １８時００分 風向 東南東、風速 ４.６m/ｓ、波浪 北北西５９㎝ 

     １９時００分 風向 東南東、風速 ４.２m/ｓ、波浪 北北西６７㎝ 

 

 2.6.2 乗組員の観測 

   (1) 船長Ａの口述によれば、事故現場付近の気象及び海象は次のとおりであっ

た。 

     天気 晴れ、視界良好、東南東の風 約２ｍ、波浪 東南東約１.５ｍ 

   (2) 船長Ｂの口述によれば、事故現場付近の気象・海象は次のとおりであった。 
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     天気 薄曇り、東南東の風 ３～４ｍ、波浪 東南東０.５ｍ～１.０ｍ 

 

 2.6.3 当日の日没 

  天測暦によれば、関門海峡での日没は１９時２２分であった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 男島の東側には白島国家石油備蓄基地があり、関門港の響新港区となり、また、女

島付近には魚礁が多く存在している。男島と女島の間は、幅が約０.５Ｍ、水深は約

８ｍ以上で小型船舶が通航に利用している。 

 

２.８ 船舶の事故通報に関する情報 

  (1) 海上保安庁からの情報によれば、次のとおりであった。 

    第七管区海上保安本部では１１８番通報で１８時３３分～３９分に、「航行

中、アンカー中のプレジャーボートに衝突し、プレジャーボートは転覆した。

位置は、北緯３４°０１.４３３′東経１３０°４３.２４６′で、２人を救助

したが、１人は踵を怪我している。」との情報を入手した。 

  (2) 北九州市消防局からの情報によれば、次のとおりであった。 

    １１９番通報で１８時４４分ごろ「船の中で怪我をした。」との情報を入手

した。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 衝突の解析 

  (1) 衝突時刻 

   ２.１及び２.８から、１８時２０分ごろと考えられる。 

  (2) 衝突場所 

    ２.１及び２.８から、船長Ａ及び船長Ｂの口述並びに１１８番通報による衝

突場所は、それぞれ異なり、距離差があった。 

    １１８番通報をしたＧＰＳ位置は衝突後１０分後に通報されたものであり、

船長Ｂの口述による位置はおおよそのものであった。 

    このことから、衝突後に船長Ａがレーダーにより確認した男島北北西沖 

   ０.６Ｍ付近が衝突場所であったものと考えられる。当該位置は、北緯 

３４°０１.７′東経１３０°４３.１′であった。 
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  (3) 衝突角度 

    また、写真２の損傷状況から、Ａ船の船首水線付近がＢ船の後部右舷に乗り

上げ突っ切っていったものと考えられる。 

    ２.１から、Ａ船はＢ船の右舷前方から３０～４０°の角度で衝突したもの

と考えられる。 

    また、写真２の損傷状況から、Ａ船の船首水線付近がＢ船の後部右舷に乗り

上げ突っ切っていったものと考えられる。 

 

３.２ 衝突要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員の状況 

     ２.４(1)から、船長Ａ及び船長Ｂは、ともに適法で有効な操縦免許証を有

していた。 

   (2) 船舶の状況 

     2.5.3から、Ａ船及びＢ船は船体及び機器類には不具合又は故障はなかっ

たものと考えられる。 

   (3) 2.5.3から、Ｂ船には音響信号装置が装備されていなかったものと考えら

れる。一方、海上衝突予防法第３３条第２項には、長さ１２ｍ未満の船舶

は、有効な音響による信号を行うことができる他の手段を講じておかなけ

ればならないと規定されていることから、有効な音響信号装置を備え付け

ておくべきであったものと考えられる。 

 

 3.2.2 見張り及び衝突直前の操船の状況 

   (1) 船長Ａは、２.１(1)及び２.４(2)から、両眼の裸眼視力０.３であり、眼

鏡を外していたことから前方の見張りが十分に出来なかった可能性が考え

られ、また、２.３から、日没の約１時間前であり、西日による海面反射が

あったものと考えられる。 

   (2) 船長Ａは、２.１(1)から、遠方の見張りはレーダーで行っていたが、レー

ダーによる適切な見張りを行わなかった可能性が考えられる。 

   (3) 船長Ｂは、２.１(2)から、衝突約７分前にＡ船を認めていたが、同船をイ

カ釣りに行くと聞いていた友人の漁船が近寄ってきているものと思い、錨

泊を続け、衝突を避ける動作を取る時期が遅れた可能性が考えられる。 

     また、3.2.1(3)の有効な音響信号装置を備え付け、Ａ船への注意喚起がな

されていれば、衝突が避けられた可能性が考えられる。 
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４ 原 因 

 

 本事故は、男島北西方沖において、Ａ船が、前路に錨泊しているＢ船に気付かな

かったため、Ｂ船に向けて航行し両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

 Ａ船が前路に錨泊しているＢ船に気付かなかったのは、西日及び波しぶきにより遠

方が見えづらい状況において、レーダーによる１.５Ｍレンジの見張りをしていたが、

レーダーによる適切な見張りが行われなかった可能性があると考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 
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Ａ船の損傷状況 

写真１（船首付近を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２（船首水線付近を撮影） 
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Ｂ船の損傷状況 

写真３（船体内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４（右舷側を撮影） 

 




